
 

の
規
定
に
よ
り
河
合
町

か
ら
意
見
を
聴

次
の
と
お
り
公
告

意
見
を
縦
覧
に
供

 

 
 

令
和
六
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

           
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

奈
良
県
知
事 

山 

下 
 

真   

一 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

    

名
称  

西
大
和
店 

    

所
在
地  

北
葛
城
郡
河
合
町
中
山
台
二
丁
目
七
番
一
及
び
七
番
二 

二 

河
合
町
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要 

 

１ 

政
策
調
整
課 

 
 
 

近
隣
住
民
に
多
大
な
影
響

関
係
自
治
会
と
の
連
携
を
密

十
分
に
協 

議
し
た
上
で
事
業
を
実
施

 

２ 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課 

 
 

⑴ 

道
路
施
設
の
取
壊
し
及
び
掘
削
等
を
行
う
場
合

道
路
法
第
二
十
四
条
及
び
第
三
十
二
条

協
議
を
行
う
こ
と

 

 
 

⑵ 

施
工
に
よ
り
道
路
及
び

に
影
響

場
合

原
因
者
の
負

担
に
よ
り
復
旧
す
る
こ
と

 

 
 

⑶ 

車
両
出
入
口
に
交
通
誘
導
員
を

す
る
こ
と

 

 

３ 

環
境
部 

⑴  

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
の
事
前
協
議
の
回
答
を
遵
守

 

⑵  

工
事
期
間
中
の
騒
音
・
振
動

四
十
三
年
法
律
第
九
十
八 

号

振
動
規
制
法

五
十
一
年
法
律
第
六
十
四

を
遵
守

必
要
で
あ
れ
ば
特
定

建
設
作
業
実
施
届
出
書
を
環
境
対
策
課
に
提
出

特
に
周
辺
住
民
に
十
分
配
慮
す
る

こ
と

 

 
 

⑶ 

の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

を
遵
守

 

 

⑷ 

ご
み

ご
み
等
の
置
き

臭
気
・
鳥
類
等
の
被
害
が
周
辺
に

 
 

 

出
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

 

⑸ 

営
業
実
態
に
応

近
隣
住
人
と
の
環
境
・
騒
音
問
題
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ 

 

⑹ 

営
業
許
可
等
必
要
な
事
業
を
行
う

そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
法
令
に
応
じ
た
諸
手
続
を
行
う 

 
 

 

こ
と

 



４ 

安
心
安
全
推
進
課 

 
 

⑴ 
店
舗
敷
地
周
囲
に
設
置
さ
れ
て
い
る
歩
道

河
合
第
二
小
学
校
が
通
学
路
に
指
定
し
て
い

る
歩
道

同
小
学
校
の
登
下
校
時
間
帯

駐
車
場
出
入
口
に

車
両
誘
導
警
備
員
を
配
置

歩
道
を
通
行
し
て
い
る
児
童
の
安
全
確
保
に
徹
底
を
期
さ
れ
た

 

 
 

⑵ 

店
舗
の
開
店
に
向

カ
メ
ラ
の
設
置
等
に
つ
い
て
の
協
議
が
必
要

で

協
議
を
効
率
的
か
つ
効
果
的

河
合
町
・
西
和
警

察
署
・
事
業
者
が
一
堂
に
会
し
て
協
議

 

 
 

⑶ 

町
道
一

二
号
線
に
接
す
る
出
入
口
を
進
入

 

 

５ 

教
育
総
務
課 

 
 

⑴ 

近
隣
に
小
中
学
校
が
あ
る
た
め

児
童
・
生
徒
の
安
全
を
確
保

 

 
 

⑵ 

危
険
が
想
定
さ
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
看
板
・
標
識
等
で
注
意
喚
起

 

 

６ 

管
財
課 

 
 
 

町
内
巡
回
ワ
ゴ
ン
の
運
行

工
事
に
よ
り
規
制
す
る
場
合

協 

議

巡
回
ワ
ゴ
ン
運
行
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
よ
う
十
分
に
注
意

安
全
を

確
保

 

三 

縦
覧
場
所 

    

奈
良
県
産
業
・
観
光
・
雇
用
振
興
部
産
業
振
興
総
合
セ
ン
タ

 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
一
月
十
六
日
か
ら
同
年
二
月
十
六
日
ま

奈
良
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例

三
十

第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除

 

五 

縦
覧
時
間 

 
 

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 
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